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養

老

町

第

二

回

臨

時

会

会

議

録 
  

平
成
三
十
年
第
二
回
養
老
町
議
会
の
臨
時
会
を
養
老
町
議
会
議
事
堂
に
招

集
さ
れ
た
の
で
会
議
を
開
い
た
。 

 

そ
の
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
事
日
程 

（
平
成
三
十
年
八
月
十
日
第
一
日
） 

日
程
第
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

日
程
第
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
期
の
決
定 

日
程
第
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

諸
般
の
報
告 

日
程
第
四 

報
告
第 

十 

号 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
損
害
賠
償

の
額
の
決
定
） 

日
程
第
五 

報
告
第 

十
一 

号 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
養
老
町
営

住
宅
の
管
理
に
関
す
る
和
解
） 

日
程
第
六 

議
案
第
五
十
一
号 

庁
舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

（
追
加
日
程
） 

日
程
第
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

緊
急
質
問 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
本
日
の
議
長
並
び
に
出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

議 
 

長 
 

大 

橋 

三 

男 

○
出 

席 

議 

員 

一 
 

番 
 

北 

倉 

義 

博 

二 
 

番 
 

岩 

永 

義 

仁 

三 
 

番 
 

長 

澤 

龍 

夫 

四 
 

番 
 

大 

橋 

三 

男 

五 
 

番 
 

三 

田 

正 

敏 

六 
 

番 
 

吉 

田 

太 

郎 

七 
 

番 
 

早 

崎 

百
合
子 

八 
 

番 
 

野 

村 

永 

一 

九 
 

番 
 

田 

中 

敏 

弘 

十 
 

番 
 

松 

永 

民 

夫 

十

二

番 
 

青 

山 

貞 

一 

十

三

番 
 

水 

谷 

久
美
子 

○
欠 

席 

議 

員 

十

一

番 
 

林 
 

 

輝 

見 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。 

町

長 
 

大 

橋 
 

 

孝 

副

町

長 
 

柏 

渕 

裕 

昭 

教

育

長 
 

並 

河 

清 

次 

総

務

部

長 
 

田 

中 

信 

行 

総
務
部
総
務
課
長 

 

中 

島 

恵 

美 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

地 

憲 

元 

 

総
務
部
税
務
課
長 

 

西 

川 

敏 

明 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
保
寺 

利 

明 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 

幸 

広 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

口 

智 

也 

 

住

民

福

祉

部 

住

民

人

権

課

長 

住

民

福

祉

部 

子

ど

も

課

長 

住
民
福
祉
部
長
兼 

健

康

福

祉

課

長 

総

務

部 

企

画

政

策

課

長 
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渡 

辺 

章 

博 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

中 

一 

也 

 

産
業
建
設
部
課
長 

 

前 

田 

勝 

治 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

岡 

弘 

泰 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

倉 
 

 

修 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

橋 

正 

人 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

中 
 

 

隆 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐 
藤 

嘉 

但 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

古 

川 
一 
夫 

 

消

防

長 
 

野 

村 

博 

治 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

田 

英 

之 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

和 

隆 

夫 

 

消

防

総

務

課

長 
 

廣 

澤 

幸 

雄 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
職
務
の
た
め
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

議

会

事

務

局

長 
 

藤 

田 

勝 

彦 

議
会
事
務
局
書
記 

 

稲 

川 

諭
実
彦 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

  
 

（
開
会
時
間 

午
前
九
時
二
十
七
分
） 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

平
成
三
十
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
す
る
に
当
た
り
、
議
員

並
び
に
執
行
部
各
位
に
は
、
御
多
用
の
と
こ
ろ
御
出
席
を
賜
り
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

開
議
に
先
立
ち
、
町
民
憲
章
の
朗
唱
を
行
い
ま
す
。
全
員
の
御
起
立
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

―
― 

「
町
民
憲
章
」
朗
唱 

―
― 

 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

本
日
の
会
議
の
欠
席
者
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 

十
一
番 

林
輝
見
君
よ
り
、
病
気
療
養
中
の
た
め
欠
席
の
通
告
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
、
報
道
機
関
及
び
町
広
報
委
員
に
限
り
、
今
臨
時
会
開
会
中
、
議

場
内
の
会
議
の
状
況
に
つ
い
て
、
取
材
の
た
め
の
写
真
撮
影
を
許
可
い
た
し

ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
放
送
の
た
め
、
議
場
内
の
ビ
デ
オ

撮
影
を
行
い
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
平
成
三
十
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
し
、
本

日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
い
た
し

ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
十
二
番 

青
山
貞
一
君
、

十
三
番 
水
谷
久
美
子
君
、
以
上
を
指
名
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

次
に
、
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
し
ま

教
育
委
員
会
事
務
局
長
兼 

教
育
総
務
課
長
兼 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長 

産
業
建
設
部
企
業
誘
致 

・
商
工
観
光
課
長 

産

業

建

設

部 

建

設

課

長 

教

育

委

員

会 

生

涯

学

習

課

長 

産

業

建

設

部 
農

林

振

興

課

長 
産
業
建
設
部
長
兼 

水

道

課

長 

消

防

次

長

兼 

予

防

課

長 

会

計

管

理

者

兼 

会

計

課

長 

消

防

次

長

兼 

警

防

課

長 

住

民

福

祉

部 

生

活

環

境

課

長 
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す
。 

 

こ
こ
で
、
八
月
六
日
、
議
会
運
営
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
本
臨
時
会
の
日

程
等
に
つ
い
て
審
査
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長 

早
崎
百
合
子
君
。 

○
議
会
運
営
委
員
長
（
早
崎
百
合
子
君
） 

議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
い
た

し
ま
す
。 

 

去
る
八
月
六
日
午
前
十
時
よ
り
、
委
員
及
び
正
・
副
議
長
並
び
に
執
行
部

の
出
席
の
も
と
に
開
会
い
た
し
ま
し
た
。 

 

協
議
事
項
は
、
平
成
三
十
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
の
日
程
及
び
運

営
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
本
日
八
月
十
日
金
曜
日
の
一
日
で
、
本
会

議
の
開
会
時
間
は
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
と
決
定
し
ま
し
た
。
議
事
日
程
に

つ
き
ま
し
て
は
、
一
、
開
会
宣
言
、
二
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
、
三
、

会
期
の
決
定
、
四
、
諸
般
の
報
告
、
五
、
議
案
の
審
議
、
こ
の
順
序
で
議
会

運
営
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
審
議
す
る
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

が
二
件
、
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
が
一
件
、
以
上
、
合
計
三
件
で
あ
り
ま
す
。

審
議
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
事
日
程
の
日
程
第
四
、
専
決
処
分
の
報
告

に
つ
い
て
（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）
及
び
日
程
第
五
、
専
決
処
分
の
報
告

に
つ
い
て
（
養
老
町
営
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
和
解
）
の
二
議
案
は
、
地
方

自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
で
あ
り
ま
す
の
で
、
一
括

上
程
し
、
報
告
の
み
を
受
け
る
こ
と
。
次
に
日
程
第
六
、
庁
舎
・
消
防
本
署

非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
上
程
後
、
提

案
理
由
の
説
明
を
受
け
、
質
疑
・
討
論
を
経
て
採
決
す
る
こ
と
。
以
上
の
よ

う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
の
報
告
が
終
わ
り
ま
し

た
。 

 

お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
の
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
本
臨
時
会
の
会

期
は
本
日
の
一
日
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
の
一
日
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

次
に
日
程
第
三
、
諸
般
の
報
告
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
る
と
お
り
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

ま
た
、
監
査
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
七
月
分
現
金
出
納
検
査
結
果
報
告
書
が
議
長
に

提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
こ
で
、
町
長
の
挨
拶
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

養
老
町
長 

大
橋
孝
君
。 

○
町
長
（
大
橋 

孝
君
） 

改
め
ま
し
て
、
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
二
回
臨
時
会
に
何
か
と
お
忙
し
い
中
を
御
参
集
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま

こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

毎
日
大
変
暑
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
暑
さ
、
記
録
的
と
も
言
う

べ
き
で
、
災
害
と
い
う
言
葉
ま
で
使
わ
れ
る
く
ら
い
の
暑
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

災
害
と
言
い
ま
す
と
、
六
月
の
下
旬
か
ら
の
大
雨
に
よ
っ
て
、
西
日
本
で

は
二
百
三
十
名
を
超
え
る
死
者
、
行
方
不
明
者
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
し
、
先
日
の
十
二
号
の
台
風
、
そ
れ
か
ら
十
三
号
の
台
風
も
思

わ
ぬ
動
き
を
す
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
よ
う
な
台
風
の
進
路
で
ご
ざ
い
ま
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し
た
。 

 

こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
見
ま
す
と
、
災
害
と
い
う
の
は
も
う
い
つ
起
き
て

も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
状
態
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
行
政
と
し
て
も
、

し
っ
か
り
と
公
助
の
責
任
を
果
た
す
べ
く
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
ふ

う
な
思
い
で
お
り
ま
す
。 

 

そ
ん
な
中
で
き
の
う
、
揖
斐
川
流
域
の
十
三
の
首
長
が
一
緒
に
な
っ
て
建

設
省
の
方
へ
要
望
に
行
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
官
僚
の
中
か
ら
、
今
、

住
民
の
方
々
の
危
機
意
識
が
非
常
に
薄
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
大
き
な
問
題

だ
と
い
う
よ
う
な
御
提
言
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
住
民
は
逃
げ
な
い
も
の
だ

と
思
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
よ
う
な
言
葉
ま
で
聞
か
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
私
ど
も
の
町
、
か
つ
て
五
十
何
年
前
に
伊
勢

湾
台
風
、
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
大
変
な
被
害
を
受
け
て
、
そ
れ
が
記
憶
に
残

っ
て
い
る
方
々
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
方
々
の
お
力
も
か
り
な
が
ら
、

も
う
一
度
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
よ
う
な
話
し

合
い
を
し
て
い
き
た
い
、
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
も
、
住
民
の
そ
う
い
う
方
々
の
御
意
見
も
伺
い
な
が
ら
、
改
め
て
つ

く
り
直
す
と
い
う
ふ
う
に
今
年
度
決
め
て
お
り
ま
す
。 

 

議
員
の
皆
様
方
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
お
知
恵
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
住
民
の

安
心
・
安
全
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

き
ょ
う
は
三
件
の
議
案
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し

く
御
審
議
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
冒
頭
の
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

町
長
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

〔
「
議
長
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

五
番
、
三
田
正
敏
君
。 

○
五
番
（
三
田
正
敏
君
） 

緊
急
質
問
を
し
た
い
の
で
同
意
を
求
め
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

た
だ
い
ま
、
三
田
正
敏
君
か
ら
緊
急
質
問
を
し
た

い
と
し
て
同
意
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
田
正
敏
君
の
緊
急

質
問
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

緊
急
質
問
の
要
旨
説
明
の
発
言
の
み
を
許
可
し
ま
す
。
簡
潔
明
瞭
に
お
願

い
し
ま
す
。 

○
五
番
（
三
田
正
敏
君
） 

た
だ
い
ま
の
緊
急
質
問
に
対
す
る
趣
旨
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

去
る
六
月
十
八
日
に
発
生
し
た
大
阪
北
部
を
震
源
と
す
る
震
度
六
弱
の
地

震
に
よ
り
、
高
槻
市
の
小
学
校
で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
壊
し
、
九
歳
の
四
年
生

に
な
る
女
子
児
童
が
亡
く
な
る
と
い
う
大
変
に
悲
し
い
事
故
が
起
き
ま
し
た
。 

 

地
震
の
発
生
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
の
当
地
域
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
故
が

起
き
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
護
者
の
方
も
不
安
に
思
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

町
に
と
っ
て
は
、
夏
休
み
が
終
わ
る
八
月
の
末
ま
で
に
は
、
こ
の
現
状
を

町
民
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
当
町
の
公
共
施
設
等
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
現
状
、
並
び
に
同
様
の

事
故
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
の
緊
急
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

同
意
を
求
め
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
御
審
議
く
だ
さ
い
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

三
田
正
敏
君
の
趣
旨
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、

採
決
を
い
た
し
ま
す
。 

 

三
田
正
敏
君
の
緊
急
質
問
に
同
意
の
上
、
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第

一
と
し
て
、
直
ち
に
発
言
を
許
す
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
願
い
ま
す
。 

 
 

〔
賛
成
者
挙
手
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

挙
手
多
数
で
す
。 

 

し
た
が
い
ま
し
て
、
緊
急
質
問
に
同
意
の
上
、
日
程
に
追
加
を
し
、
追
加

日
程
第
一
と
し
て
発
言
を
許
す
こ
と
に
可
決
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 



－５－ 

 
追
加
日
程
を
配
付
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

〔
追
加
議
事
日
程
配
付
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

そ
れ
で
は
、
三
田
正
敏
君
の
発
言
を
許
可
い
た
し

ま
す
。 

 

な
お
、
緊
急
質
問
は
、
養
老
町
議
会
会
議
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
議
員
一
人
当
た
り
の
質
問
・
答
弁
の
時
間
を
三
十
分
以
内
と

い
た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
五
番
、
三
田
正
敏
君
。 

○
五
番
（
三
田
正
敏
君
） 

そ
れ
で
は
、
許
可
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
有
志
議
員

団
を
代
表
し
て
緊
急
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

去
る
六
月
十
八
日
に
発
生
し
た
大
阪
北
部
を
震
源
と
す
る
震
度
六
弱
の
地

震
が
発
生
を
し
、
こ
の
地
震
で
高
槻
市
の
小
学
校
で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
壊
し
、

九
歳
の
四
年
生
に
な
る
女
児
児
童
が
亡
く
な
る
と
い
う
大
変
悲
し
い
事
故
が

起
こ
り
ま
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
へ
の
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 

我
が
養
老
町
で
も
、
同
じ
事
故
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
事
故
を
教
訓
に
、
全
国
で
同
様
の
危
険
箇
所
の
調
査
は
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。 

 

子
供
た
ち
に
、
ま
た
避
難
所
を
利
用
さ
れ
る
地
域
の
人
た
ち
に
、
養
老
町

内
全
て
の
学
校
、
災
害
時
避
難
所
と
な
る
施
設
、
通
学
路
等
の
調
査
結
果
を

報
告
し
て
い
た
だ
き
、
危
険
の
な
い
安
心
・
安
全
な
環
境
を
提
供
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。 

 

こ
こ
で
、
養
老
町
に
お
け
る
危
険
箇
所
の
調
査
・
点
検
の
結
果
等
の
状
況

に
つ
い
て
、
次
の
四
点
に
て
報
告
を
受
け
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
、
町
施
設
、
学
校
施
設
、
児
童
通
学
路
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
調
査
は
実
施

を
し
た
か
。 

 

二
、
調
査
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
調
査
結
果
は
い
か
が
か
。 

 

三
、
各
地
区
の
通
学
路
沿
い
の
町
の
施
設
、
ま
た
個
人
の
施
設
で
の
危
険

ブ
ロ
ッ
ク
塀
へ
の
対
応
は
。 

 

四
、
今
後
、
町
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
危
険
箇
所
へ
の
対
応
・
対
策
は

ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
め
て
い
く
の
か
。 

 

以
上
、
四
点
に
て
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

養
老
町
長
、
大
橋
孝
君
。 

○
町
長
（
大
橋 

孝
君
） 

緊
急
質
問
に
対
し
て
お
答
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

当
町
に
お
け
る
公
共
施
設
や
通
学
路
沿
い
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
調
査
及
び
そ

の
調
査
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
関
連
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
一
番
、
二
番

一
括
で
御
回
答
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

当
町
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
事
故
後
に
、
町
内
の
公
共
施
設
及
び
各

通
学
路
に
お
け
る
緊
急
点
検
・
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

公
共
施
設
に
お
き
ま
し
て
は
、
学
校
を
含
め
五
十
五
カ
所
を
対
象
に
調
査

を
行
い
、
室
原
自
治
会
館
の
南
側
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
食
肉
事
業
セ
ン
タ
ー
の

入
り
口
付
近
の
塀
の
二
カ
所
が
建
築
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
直
ち
に
問
題
と
な
る
物
件
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
た
め
、
現
在
は
「
塀
に
近
寄
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
な
ど
の
張
り
紙
に
よ

り
注
意
喚
起
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
各
小
学
校
で
地
震
後
す
ぐ
に
通
学
路
の
緊
急
点
検
を
実
施
し
ま
し

た
。
通
学
路
沿
い
の
民
家
等
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
と
し
ま
し
て
八
十
カ
所
の
報
告

が
あ
り
、
そ
の
他
の
工
作
物
と
し
て
三
十
一
カ
所
の
報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
三
番
、
四
番
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
通
学
路
沿
い
の
個
人
の
施
設
と
、
今
後

の
危
険
箇
所
の
対
応
・
対
策
に
関
し
ま
し
て
は
関
連
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

一
括
で
御
回
答
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず
、
公
共
施
設
二
カ
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
再
調
査
の
上
、
必
要
に
応

じ
補
強
す
る
等
の
対
策
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 



－６－ 

 
ま
た
、
各
通
学
路
沿
い
に
あ
っ
た
民
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
関
し
ま
し
て
は
、

災
害
時
に
避
難
路
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
、
職
員
に
よ
り
八

月
末
ま
で
を
め
ど
に
、
中
心
市
街
地
等
、
徒
歩
に
よ
る
通
行
が
多
い
と
思
わ

れ
る
場
所
も
含
め
、
再
度
重
点
的
に
目
視
調
査
を
行
い
ま
す
。 

 

明
ら
か
に
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
広
報
八

月
号
で
掲
載
し
ま
し
た
個
人
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
自
主
点
検
を
促
す
チ
ラ
シ
を

投
函
し
、
気
に
な
る
点
が
あ
る
場
合
は
専
門
の
建
築
士
や
西
濃
建
築
事
務
所

等
の
指
導
を
受
け
る
よ
う
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
適
正
な
管
理
に
つ
き
ま
し
て
啓

発
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

三
田
正
敏
君
。 

○
五
番
（
三
田
正
敏
君
） 

答
弁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
趣
旨
、
ま
た
町
民
に
報
告
を
し
て
い

た
だ
く
手
段
を
考
え
て
い
た
だ
き
、
町
当
局
と
し
て
、
町
民
に
こ
の
報
告
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
で
き
れ
ば
夏
休
み
の
う
ち
に
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
学
路
は
安
全
で
あ
る
、
こ
う
い
う
父
兄
の
思
い
で
子

供
を
学
校
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
て
、
私
の
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

以
上
で
、
五
番
、
三
田
正
敏
君
の
緊
急
質
問
を
終

わ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
追
加
日
程
第
一
、
緊
急
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

そ
れ
で
は
、
日
程
第
四
、
報
告
第
十
号
及
び
日
程

第
五
、
報
告
第
十
一
号
は
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
で
あ
る
た
め
、
一
括
議
題
と
し
て
上
程
し
、
報
告
の
み
を
受
け
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

次
に
日
程
第
六
、
議
案
第
五
十
一
号
は
、
上
程
後
、
提
案
理
由
の
説
明
を

受
け
、
質
疑
・
討
論
を
経
て
、
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

初
め
に
、
日
程
第
四
、
報
告
第
十
号 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
損

害
賠
償
の
額
の
決
定
）
及
び
日
程
第
五
、
報
告
第
十
一
号 

専
決
処
分
の
報

告
に
つ
い
て
（
養
老
町
営
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
和
解
）
の
二
件
を
議
題
と

し
ま
す
。 

 

町
長
よ
り
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 

養
老
町
長 

大
橋
孝
君
。 

○
町
長
（
大
橋 

孝
君
） 

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
報
告
第
十
号 

専

決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）
及
び
報
告
第
十
一
号

 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
養
老
町
営
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
和
解
）

の
概
要
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず
十
号
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
専
決
処
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
環
境
啓
発
看
板
に
よ
る
物
損
事
故
の
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ

い
て
報
告
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

事
故
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日
午
後
一
時

ご
ろ
、
損
害
賠
償
の
相
手
方
の
車
が
養
老
町
中
地
内
の
県
道
養
老
垂
井
線
を

走
行
中
、
町
が
管
理
す
る
環
境
啓
発
看
板
の
支
柱
が
、
折
か
ら
の
強
風
と
劣

化
に
よ
り
車
道
側
に
倒
れ
、
車
に
寄
り
か
か
る
形
で
接
触
し
、
前
方
左
側
バ

ン
パ
ー
か
ら
後
部
ド
ア
に
か
け
て
損
傷
し
た
も
の
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日
に
示
談
が
成
立
し
た
た
め
、
専
決
処
分
を
い

た
し
ま
し
た
。 

 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
決
第
十
六
号 

専
決
処
分
書
の
と
お
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
報
告
第
十
一
号 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
養
老
町
営
住
宅

の
管
理
に
関
す
る
和
解
）
の
概
要
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 



－７－ 

 
こ
の
和
解
に
つ
き
ま
し
て
は
、
訴
え
の
提
起
後
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十

九
日
に
大
垣
簡
易
裁
判
所
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
口
頭
弁
論
に
て
、
相
手
方

よ
り
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
に
て
返
済
し
、
承
継
手
続
を
行
っ
た
上
で
、
本

件
住
宅
に
引
き
続
き
居
住
し
た
い
と
の
和
解
申
し
出
が
あ
り
、
裁
判
上
の
和

解
が
成
立
し
ま
し
た
の
で
、
専
決
処
分
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

和
解
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
紙
専
決
処
分
書
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。 

 

以
上
で
、
報
告
第
十
号
、
十
一
号
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

報
告
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

そ
れ
で
は
、
日
程
第
六
、
議
案
第
五
十
一
号 

庁

舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
を

議
題
と
し
ま
す
。 

 

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

養
老
町
長 

大
橋
孝
君
。 

○
町
長
（
大
橋 

孝
君
） 

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
五
十
一
号

 

庁
舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
の
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

庁
舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
庁
舎
及
び

消
防
本
署
の
防
災
機
能
強
化
の
一
環
と
し
て
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
義
老

町
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条

例
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
担
当
課
長
に
補
足
説
明
を
さ
せ
ま
す
の
で
、
十

分
な
御
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

高
橋
建
設
課
長
、
補
足
説
明
。 

○
産
業
建
設
部
建
設
課
長
（
高
橋
正
人
君
） 

そ
れ
で
は
、
私
の
ほ
う
か
ら
補

足
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

庁
舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
で
は
、
庁
舎
及
び
消
防
本

署
の
防
災
機
能
施
設
と
し
て
災
害
発
生
時
の
停
電
、
ま
た
故
障
、
不
慮
の
停

電
時
に
対
応
で
き
る
設
備
の
整
備
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

一
、
契
約
の
目
的
、
庁
舎
・
消
防
本
署
非
常
用
発
電
設
備
改
修
工
事
。 

 

二
、
契
約
の
方
法
、
指
名
競
争
入
札
。 

 

三
、
契
約
金
額
、
一
億
八
千
百
七
十
六
万
四
千
円
。
税
込
み
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

四
、
契
約
の
相
手
方
、
岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
小
倉
八
百
七
十
五
番
地
一
、

株
式
会
社
ホ
ク
エ
ー
電
工
養
老
営
業
所
、
所
長 

安
田
光
順
。 

 

五
、
工
期
、
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日
。 

 

六
、
工
事
場
所
、
養
老
町
高
田
地
内
。 

 

七
、
工
事
概
要
、
建
築
工
事
（
直
接
仮
設
、
土
工
、
地
業
、
鉄
筋
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
、
型
枠
、
鉄
骨
、
屋
根
及
び
と
い
、
金
属
、
左
官
、
塗
装
、
ユ
ニ

ッ
ト
及
び
そ
の
他
、
外
構
、
解
体
）
、
電
気
設
備
工
事
（
受
変
電
設
備
、
非

常
用
発
電
設
備
、
電
灯
・
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
、
撤
去
）
。 

 

以
上
で
補
足
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

九
番
、
田
中
敏
弘
君
。 

○
九
番
（
田
中
敏
弘
君
） 

五
点
に
つ
い
て
お
尋
ね
を
い
た
し
ま
す
。 

 
ま
ず
一
点
目
と
し
て
は
、
非
常
用
発
電
設
備
の
発
電
能
力
及
び
耐
用
年
数

は
ど
れ
ほ
ど
か
。 

 

二
点
目
、
設
計
・
監
理
業
者
名
は
、
ま
た
金
額
は
。 

 

三
点
目
、
入
札
指
名
業
者
十
社
の
う
ち
、
五
社
入
札
辞
退
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
状
況
で
養
老
町
指
名
業
者
選
考
委
員
会
と
し
て
正
当
な
入
札
と
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理
解
さ
れ
て
お
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
事
態
を
受
け
、
今
後
の
対
応
を
検
討

さ
れ
て
お
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
回
答
を
求
め
ま
す
。 

 

四
点
目
、
入
札
辞
退
理
由
の
把
握
は
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。 

 

五
点
目
、
指
名
業
者
選
定
に
つ
い
て
、
今
回
十
社
業
者
指
名
を
さ
れ
ま
し

た
が
、
養
老
町
契
約
規
則
に
よ
る
有
資
格
業
者
数
は
何
社
の
う
ち
か
ら
選
定

さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
十
社
の
根
拠
は
ど
う
な
の
か
。 

 

以
上
五
点
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

高
橋
建
設
課
長
、
答
弁
。 

○
産
業
建
設
部
建
設
課
長
（
高
橋
正
人
君
） 

た
だ
い
ま
の
田
中
議
員
の
御
質

問
に
関
し
ま
し
て
、
一
点
目
と
二
点
目
に
関
し
ま
し
て
御
回
答
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

一
点
目
の
非
常
用
発
電
設
備
の
容
量
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
三
百
キ
ロ
ボ
ル

ト
ア
ン
ペ
ア
で
ご
ざ
い
ま
す
。
耐
用
年
数
に
つ
き
ま
し
て
は
十
五
年
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
二
点
目
の
設
計
・
監
理
業
者
名
、
そ
れ
か
ら
金
額
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
ま
ず
設
計
金
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
百
二
十
九
万
六
千
円
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
こ
れ
は
株
式
会
社
福
永
建
築
事
務
所
に
委
託
し
て
設
計
し
た
分
で
ご

ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
管
理
業
務
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
工
事
の
契
約
後
に
改

め
て
選
定
し
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

中
島
総
務
課
長
、
答
弁
。 

○
総
務
部
総
務
課
長
（
中
島
恵
美
君
） 

た
だ
い
ま
の
田
中
議
員
の
御
質
問
に

対
し
て
で
す
が
、
三
点
目
、
四
点
目
、
五
点
目
に
つ
き
ま
し
て
は
総
務
課
の

ほ
う
よ
り
回
答
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

三
点
目
で
す
が
、
入
札
指
名
業
者
十
社
の
う
ち
、
五
社
入
札
辞
退
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
指
名
業
者
選
考
委
員
会
と
し
て

正
当
な
入
札
と
理
解
で
き
る
の
か
、
ま
た
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
今
後
の
対

応
を
検
討
さ
れ
て
お
れ
ば
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
入
札
指
名
業
者

に
つ
き
ま
し
て
は
、
有
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
業
者
の
中
か
ら
、

本
案
件
に
対
し
ま
し
て
工
事
規
模
等
を
考
慮
し
て
、
指
名
業
者
選
考
委
員
会

に
て
審
議
の
上
、
選
考
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
回
の
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
名
業
者
十
社
の
う
ち
五
社
が
辞
退
と

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
入
札
の
辞
退
に
つ
き
ま
し
て
は
、
業
者
の
何
か
し
ら

の
事
情
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
指
名
に
対
し
て
何

ら
か
の
影
響
を
受
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
指
名
に

つ
き
ま
し
て
は
、
選
考
基
準
に
基
づ
い
た
適
正
な
指
名
で
あ
る
と
認
識
し
て

お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
事
態
を
受
け
ま
し
て
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
従
来
ど
お
り
選
考
基
準
に
基
づ
い
て
審
議
の
上
、
対
応
し
て
い
き
た

い
と
存
じ
ま
す
。 

 

四
点
目
の
入
札
辞
退
理
由
の
把
握
は
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
今
回
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
御
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
入
札
を
辞
退
す
る

場
合
は
、
辞
退
届
の
提
出
を
求
め
て
お
り
ま
す
が
、
辞
退
理
由
に
つ
い
て
は

業
者
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
辞
退
理
由
ま
で
は
求
め
て

お
り
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
入
札
を
辞
退
し
た
場
合
、
今
後
の
指
名
等
に
つ
い
て
不
利
益
な
取

り
扱
い
を
受
け
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
ペ
ナ
ル
テ

ィ
ー
と
い
っ
た
も
の
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
入
札
辞
退
の
理
由
に
つ
い
て

は
特
に
把
握
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

五
点
目
の
指
名
業
者
選
定
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
有

資
格
者
業
者
数
、
何
社
の
う
ち
か
ら
選
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
ま

た
そ
の
根
拠
は
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
案
件
に
つ

き
ま
し
て
は
、
電
気
工
事
の
有
資
格
業
者
二
百
六
十
五
社
の
う
ち
、
前
年
実
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績
等
に
基
づ
き
ま
し
て
、
西
濃
管
内
、
岐
阜
管
内
の
業
者
の
う
ち
か
ら
十
社

を
選
考
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
選
定
者
数
に
つ
き
ま
し
て
は
、
内
規
で
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
今

回
の
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
設
計
金
額
に
基
づ
き
ま
し
て
お
お
む
ね
十
社

以
上
と
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 
九
番
、
田
中
敏
弘
君
。 

○
九
番
（
田
中
敏
弘
君
） 

今
回
、
単
刀
直
入
に
言
う
と
、
十
社
指
名
し
た
け

れ
ど
四
社
で
入
札
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後
は
そ
う

い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
御
尽
力
を
求
め
て
お
き
ま
す
。
以
上
で
す
。 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
案
を
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま

す
。 

 
 

〔
賛
成
者
挙
手
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

挙
手
全
員
で
す
。 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

こ
れ
で
本
日
の
議
案
の
審
議
は
終
了
い
た
し
ま
し

た
。 

 

お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。 

 

次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管
事
務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、

議
会
閉
会
中
も
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
議
会
閉
会
中
も
次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管
事

務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
を
い

た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
大
橋
三
男
君
） 

こ
れ
で
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 

こ
れ
を
持
ち
ま
し
て
、
平
成
三
十
年
第
二
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
閉
会

し
ま
す
。
御
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

（
閉
会
時
間 

午
前
十
時
〇
二
分
） 
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右
、
会
議
の
次
第
を
こ
こ
に
記
録
し
、
そ
の
相
違
な
い
こ
と
を
証
す
る
た

め
こ
こ
に
署
名
す
る
。 

  
 

 

平
成
三
十
年
八
月
十
日 
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